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の
史
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問
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ク
ス
読
白
謬
想
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E
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学
博
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位
制

水
康
資
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融
通
問
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海
運
ね
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争
の
運
賃
に
守
影
響

支
那

ω一
帝
政
ご
支
那

ω
文
化
-

倫
理
ご
経
漕
ご
の
聞
係

法
皐
士

法
皐
博
士

法
問
中
士

文
山
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博
士

決
事
博
士

神

戸
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本
庄
栄
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郎
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嗣
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言骨

議

庫
業
集
中
に
就
て
の
マ
ル
ク
ス
詑
白
謬
想

第
二
十
巻

(
第
一
腕
}
克
O
)

五
O 

産
業
集
中
に
就
て
の
7

ル
ク
ス
設
の
謬
想田

島

錦

ム口、vy--

故
き
を
禍
ね
て
新
ら
し
き
ゃ
」
知
る
己
、
孔
子
は
言
へ
・
9
0
叉
之
さ
反
劃
に
、
新
ら
し
き
事
物
を
観
察
し
て
、
奮

き
間
半
設
の
嘗
否
を
悟
る
唱
』
芭
亦
往
々
こ
れ
い
あ
り
。
老
子
虚
無
を
唱
へ
て
後
に
孔
子
は
仁
道
を
設
き
、
墨
租
開
粂
震
を

主
張
し

τ後
に
孟
何
は
之
を
排
尿
す
。
私
有
財
産
を
擁
護
す
る
ア
ヲ
ス
ト
ア
V

ス
の
意
見
(
可
。
一
E
E
)
は
、
主
(
師
。
フ

ラ
ト
ー
が
共
産
制
度
を
描
寝
せ
る
理
想
(
河
内
宮

En)の
後
に
出
づ
。
而
し
て
晩
遅
枇
舎
主
義
者
の
改
革
論
者
ご
し

て
盛
名
ゐ
る
イ
ル
ン
ス
タ
イ
y
は
其
師
た
り
恩
人
た
る

7
F
F
f
A
ぴ
エ

Y
グ

F
Z
の
創
設
せ
る
謂
ゆ
る
科
皐
的

赴
食
主
義
の
杭
礎
に
向
て
、
大
な
る
移
動
援
改
を
試
み
た
り
。

、
何
を
か
7

片
ク
乏
t
義
の
柱
礎
ご
い
ふ
乎
。
日
〈
唯
物
史
観
は
其
一
な
り
o

階
級
闘
争
は
其
二
な
り
。
脇
田
剰
回
国

儲
設
及
び
資
本
主
義
的
生
産
に
由
る
産
業
集
中
が
遂
に
一
魁
曾
大
破
裂
を
結
果
す
べ
し
己
の
進
化
設
は
其
三
な
h
o

此
等
は
皆
互
に
密
接
に
相
関
係
す
る
思
想
な
る
が
故
に
、

一
に
輸
す
る
否
定
又
は
襲
革
は
一
見
に
他
じ
劃
す
る
否
定

叉
は
愛
革
h
y
t
晶
超
せ
ざ
る
を
得
点
V
O
〈

F

r

I

タ
イ
リ

J

が
芸
千
八
百
九
十
九
年
に
若
は
せ
る
書
(
口
百
〈
。
E
Z出向
7



N
g
m
g
ι
自
由

ON区間切
g
g
)
に
於
て
、
此
等
に
向
て
率
直
な
る
批
評
を
試
み
、
師
設
の
誤
謬
を
指
摘
せ
る
は
甚
H
h

可
な
b
o
然
れ
ど
も
氏
よ
り
長
き
以
前
に
於
て
経
済
事
岩
特
に
戸
ロ
ワ
・
ポ

1
リ
ュ

1
氏
が
阪
に
問
機
の
論
駁
を

加
へ
た
る
に
就
て
は
、
或
は
駅
し
、
或
は
語
り
て
詳
な
ら
ゴ
る
も
の
は
、
氏
の
殺
に
惜
む
べ
き
な
り
o

余
は
本
論

に
於
て
は
二
氏
特
に
戸
口

7
・ポ

1
7
A
1
氏
の
書
(
円
。
円
三
一
日
z
i
ω
宮
内
第
五
版
一
九

O
九
牛
出
版
償
三
策
第
一

章
所
載
)

仁一様
h
J
、
主
ご
し
て
廃
業
の
集
中
ご
T
Y
-
F
λ

設
の
諜
謬
に
就
て
越
ぷ
る
所
あ
ら
む
ご
欲
す
。

7

ル
ク
ス
は
以
匁
ら
(
、
晩
返
の
資
本
主
義
的
生
産
は
大
企
業
を
し
て
絶
ね
宇
小
企
業
を
豚
倒
せ
し
め
、
斯
〈

し
て
産
業
は
少
数
E
富
者
の
手
に
集
中
し
、
業
必
然
の
結
巣
Z
し
て
多
数
の
無
産
的
措
労
働
階
綾
は
之
正
樹
抗
し
、

階
級
闘
守
は
盆
#
劇
烈
ぜ
な
h
J
、
而
し
て
資
本
主
義
的
生
産
に
兎
か
れ
古
る
過
剰
生
産
は
恐
慌
を
生
み
、
恐
慌
は

融
労
働
者
の
失
業
を
惹
起
す
。
而
か
も
此
一
小
鮮
な
る
事
件
は
絡
わ
十
反
覆
せ
ら
れ
て
、
遂
に
一
枇
曾
的
大
破
裂
を
見
る

に
至
る
ぺ
し
ご
。
蓋
し
此
碕
の
考
は
7

U

F

グ

λ

の
創
見
に
非
ゃ
。
既
に
第
十
九
世
紀
の
始
期
に
於
て
枇
曾
主
義
的

臭
味
ef
帯
び
た
る
経
済
曲
学
者
U

ス
モ
ン
ヂ
が
道
破
せ
る
所
な
b
(印】
ω
E
Oロ
缶
、
見
。
雪
E
R
Y
E
n
q
z
ι
、恥の
0
5
E
F

-u
。ロ
E
』ロ
P

同
∞
阿
唱
件
。
ロ
M

内
H
J
回
以

mw

問。

u
u
a
)
。
V

ス
毛
V

ヂ
は
回
〈
、
「
古
れ
ば
、
少
数
の
富
者
の
聞
に
富
が
集
中

せ
ら
る
、
に
由
h
、
園
内
市
場
は
常
に
狭
隆
ご
な
り
、
而
し
て
産
業
は
外
閥
市
場
に
向
て
販
路
を
求
な
る
こ
ご

、
な
h
、
斯
く
し

τそ
こ
仁
大
な
る
革
命
が
彼
等
を
待
つ
』
古
。

7

Y

ク
旦
の
「
大
破
裂
の
原
理
」

(
Z
F珍
号

言甫

叢

産
業
車
中
に
就
て
白
マ
ル
ク
ス
説
白
謬
想

第
二
十
巻

(
第
一
瞬

亙

) 

五



前

叢:

産
業
集
中
に
就
て
四
マ
ル
ク
ス
世
田
謬
想

第
二
十
巻

(
第
一
一
配

五

) 

五

E
Z且
5
1
M
2
5
)
は
、
其
千
入
百
四
十
七
年
に
著
は
し
た
る
「
哲
拳
の
悲
惨
」

(
F
冨山
ω
昨日

ιoF-ur--。
SHVEO)
に

始
酔
て
見
は
れ
、
次
に
千
入
百
六
十
七
年
に
著
は
し
た
る
「
資
本
論
」
仁
一
再
見
す
o
爾
後
幾
十
年
欧
州
諸
闘
に
於
り

る
賢
際
の
事
情
川
畑
、
悉
く
マ
ル
ク
月
の
勢
言
を
裏
切
ち
た
ち
。
而
し
て
ペ

W

V

1

タ
イ
ン
は
此
陰
蔽
し
難
き
新
事

賢
を
捉
へ
来
り
て
、
伎
の
従
来
崇
拝
し
た
り
し
思
師
の
奮
思
想
に
向
て
反
撃
を
試
み
、

一
世
の
親
聴
を
其
身
に
集

め
た
り
o

是
れ
郎
も
彼
が
千
人
百
九
十
九
年
に
著
は
し
た
る
前
掲
の
書
に
し
て
、
特
に
其
中
の

「
晩
、
返
枇
合
思
想

の
経
務
的
準
化
」

ご
題
す
る
第
三
章
な
り
ご
す
。

マ
F

ク
ス
の
労
働
問
慣
値
及
び
徐
剰
債
値
の
訟
の
抽
肺
結
を
批
評

L
、
其
二
節
以
下
に
於
て
、
余
が
本
論
文
の
題
目

t
潟
せ
る
鮎
じ
就
て
7

Y

P

R

の
誤
謬
を
指
摘
す
。
氏
は
日
く

〈

y
y
ス
タ
イ
ン
は
、
此
章
の
背
節
に
於
て
、

「
7

F

F

Z

の
書
は
請
者
に
「
資
杢
去
の
敷
は
、
若
し
量
的
に
非
す
ん
ば
、
少
〈
己
も
傍
働
階
級
の
欽
の
増
加
に

比
例
し
て
絶
b
十
減
少
す
」

Z
の
印
象
を
奥
ふ
。
而
し
て
枇
曾
民
主
業
内
に
於
て
は
、
富
の
集
中
は
産
業
的
企
業

の
集
中
に
伴
ふ
」
ご
の
考
が
大
に
行
は
る
。
然
れ
H

と
も
こ
れ
は
説
れ
り
」
t
。
氏
は
現
代
産
業
集
中
の
手
段
芭
し
て

沿
〈
利
用
せ
ら
る
、
株
式
合
一
祉
の
組
織
は
、
多
数
の
小
資
本
を
有
す
る
若
を
出
資
せ
し
む
る
が
故
に
、
寧
ろ
富
の

分
散
を
容
易
に
し
且
普
及
的
な
ら

L
め
、
豆
富
者
を
し
て
濁
カ
産
業
集
中
に
嘗
る
の
必
要
無
か
ら
し
め
た
る
を
カ

設
し
だ
ち
。

此
考
は
固
よ
り
ペ
戸
V

R

タ
4
ン
の
創
見
に
非
す
し

τ、
氏
の
謂
ゆ
る
「
融
合
主
義
に
非
F
る
経
済
撃
者
」
の
夙



に
道
破
せ
る
所
ろ
、
特
に
ル
ロ
ワ
・
ポ

1η
ュ

1
氏
が
千
入
百
八
十
年
に
第
一
版
を
俸
に
し
た
る
「
宮
の
分
配
に
就

て
の
略
論
」
(
F
O
H

与
野
E
F
F
伊
包
百
円
-
釦
同
小
百
三
民
。
ロ
己

g
岡
山
岳
色
目
白
)
並
に
千
八
百
人
十
四
年
に
第
一
版
を

会
に

L
た
る
「
集
産
主
義
論
」
(
円
め
の
。

-rnE己
ω
目
。
)

仁
反
覆
詳
設
せ
る
所
な
h
。

4

b

F

ン
エ
タ
イ
Y

は
各
間
仰
の
統
計
に
譲
り
て
、
産
業
の
集
中
は
却
て
省
の
分
散
を
件
ふ
事
を
詮
明
す
。
其
統
計

は
今
日
よ
り
見
れ
ば
稽
古
き
の
戚
ゐ
れ
ど
も
、

7

F

ク
ス
の
珠
洲
の
謬
れ
る
を
判
断
す
る
材
料
ご
し
て
は
、
其
中

晩
年
叉
は
其
死
(
千
入
百
八
十
三
年
)
に
近
き
年
代
の
統
計
を
最
も
遁
切
ご
潟
す
べ
き
が
故
に
、
惑
に
之
を
援
率
掲

載
し
、
併
せ

τ
ル
ロ
ヲ
・
ポ

1
y
A
l
氏
の
吾
人
に
数
ふ
る
所
を
附
記
し
、
明
か
卑
見
を
加
へ
て
、
結
局
7

F

F

A

振
の
唱
ふ
る
富
の
集
中
及
ひ
一
吐
合
大
破
裂
の
理
論
は
一
の
妄
断
定
想
に
過
ぎ
ざ
る
こ
子
炉
』
断
定
せ
ん
ご
欲
す
。

イ

恥

y
y
Z
B
Y

イ
ジ
は
千
八
百
九
十
七
年
又
は
九
十
八
年
に
設
立
Z
れ
た
る
英
国

ω縫
総
ト
ラ
Z

ト
を
引
設
す

(〈。

E
E
m
a
N
g
m
g
復
刊

一
九

O
六
年
の
分
四
八
頁
)
。
之
に
擦
れ
ば
比
ト
ラ
ス
ト
関
係
者
の
数
は
一
高
二
千
三

百
人
に
し
て
、
其
内
誇
は
左
の
如

L
。

創
立
者
株
所
有
者

枇
債
券
所
有
者

一入

O
O人

一
人
卒
均
資
本
額

一
人
平
均
資
本
額

一
人
卒
均
資
本
額

一
、
二

O
O麻
克

ムハ
0
0
0人

優
先
株
所
有
者

四
五

O
O人

コ一、

0
0
0麻
克

大
、
三

O
O麻
克

論

叢

産
業
集
中
に
就
て
四
マ
ル
ク
ス
設
の
謬
想

第
二
十
巻

(
免
一
一
世
一
玉
三
)

E 



論

叢
産
業
集
中
に
就
て
の
マ
ル
ク
ス
詫
白
謬
想

第
二
十
を

(
第
一
規
一
一
止
問
)

干王

四

次
に
細
線
ト
ラ
λ

ト
の
関
係
者
総
数
五
千
四
百
五
十
四
人
を
内
詳
を
掲
ヤ
る
こ
ご
友
の
如
上
。

創
立
者
株
所
有
者

二
九

O
四
人

一
人
卒
均
資
本
額

六、

0
0
0麻
克

優
先
株
所
有
者

一
八
七

O
人

一
人
一
中
均
資
本
額

一O、
0
0
0麻
克

枇
債
券
所
有
者

六
入
O
人

一
人
卒
均
資
本
額

二
六
、

0
0
0麻
克

蓋
L
前
掲
ニ
ト
ラ
λ

ト
の
各
に
扇
す
る
三
楠
閲
係
者
の
中
に
は
(

U

Y

ロ
ヲ

-
f
1
9
ュ
1
氏
の
指
摘
せ
る
如
〈
)

一
人
に
し
て
二
資
格
を
粂
ね
、
又
は
三
資
格
を
も
粂
ぬ
る
者
ゐ
る
ぺ

L
t
雄
も
、
要
す
る
に
綿
総
ト
ラ
旦
ト
の
如

き
産
業
集
中
の
代
表
的
の
者
の
資
本
が
少
〈
己
も
四
五
千
人
の
手
に
分
有
せ
ら
る
〉
伊
』
見
る
Z
き
は
、
産
業
集
中

古
宮
の
分
散
ご
が
並
行
す
る
の
理
を
最
も
有
力
に
澄
明
す
る
も
の
な
り
0
(

「
集
産
主
義
」
一
九

O
九
年
第
五
版
四
七

五
頁
参
照
)
。

T

Y

チ
品
ス
タ

1
大
運
河
合
枇
の
株
主
数
は
四
詩
人
に
し
て
、
大
食
料
品
曾
枇
「
ア

1
・9
プ
ト

y
」(叶

-
C望
。
ョ
)

の
株
主
数
は
七
高
四
千
二
百
六
十
二
人
な
h
o
執
迂
資
本
集
中
の
好
適
例
ざ
し
て
引
か
る
、
倫
敦
の
ス
パ
イ
ヤ

!
?
エ
ン
ド
・
ポ

y
ド
曾
枇
(
昨
日

M
0
8日
目

μ
E
F
E
)
は
武
千
六
百
高
麻
克
の
資
本
を
有
し
、
其
株
主
数
は
四

千
六
百
五
十
人
に
し
て
、
共
中
一
高
麻
克
ぞ
越
ゆ
る
株
を
有
す
る
は
僅
か
に
五
百
五
十
人
の
み
な
り
o

べ

Y

Y

ス
タ
イ
ン
は
上
記
の
趨
切
な
る
例
を
掲
げ
、
更
に
英
図
の
株
式
合
祉
に
就

t
結
語
を
下
し
て
日
〈
「
英

固
に
於
け
る
株
主
的
総
数
は
百
高
を
迄
か
に
超
過
す
ご
計
算
す
る
も
蓋
L
過
嘗
に
非
子
。
何
ご
な
れ
ば
、

入
九



六
年
に
於
て
同
困
株
式
合
一
枇
の
数
は
二
一
、
二
二
三
に
遼

L
、
其
資
本
額
は
二
百
二
十
二
億
九
千
高
麻
克
を
算
す

る
を
以
て
な
り
」

z。
此
外
仁
英
人
が
所
有
す
る
閥
債
、
外
国
企
業
に
投
資
す
る
に
白

b
て
有
す
る
債
権
等
が

E

額
に
上
b
、
而
か
も
此
等
が
多
数
人
の
手
に
分
有
せ
ら
毛
、
を
田
山
ム
ピ
き
は
、
盆
々
以
て
産
業
集
中
は
却
て
宮
の

分
散
を
伴
ム
の
理
を
悟
る
べ
き
な
h
J
O

ベ
ル

Y

R

タ
イ
ン
は
次
に
英
閣
の
所
得
税
を
引
鐙
し
て
回
〈
「
英
凶
一
八
九
三
乃
至
九
四
の
合
計
年
度
に
於
て

D
積
及
U
E
種
の
所
得
(
即
ち
D
は
商
エ
業
の
利
盆
、
濁
立
せ
る
職
業
者
の
受
〈
る
報
酬
に
由
る
所
得
、

E
は
高

等
官
会
市
民
及
び
民
間
役
員
の
俸
給
に
由
る
所
得
)

に
し
て
其
年
額
三
千
廊
克
(
百
五
十
磁
)
及
ひ
其
れ
以
上
川
所
得

を
受
〈
る
人
の
総
数
は
七
十
二
高
七
千
二
百
七
十
人
な
り
」

Z
(
前
掲
書
四
九
民
)
。

氏
は
互
に
一
入
九
七
年
五
月
二
十
二
日
の
「
プ
叫
ノ
チ
ッ

v
t
v
グ
イ
ク
」
(
回
ユ

P
E
同

2
5こ
を
引
用
し
、

ノl

五
一
年
乃
烹
一
一
八
人
一
年
間
に
於
り
る
英
岡
入
所
得
の
増
加
争
述
べ
て
日
(
「
此
雑
誌
に
依
れ
ば
、
年
百
五
十
磁

乃
至
一
千
磁
の
所
得
を
受
C
る
家
族
(
中
小
資
産
家
及
ぴ
最
高
位
の
拙
労
働
者
)
の
数
は
一
入
五
-
年
に
大
約
三
十
蔦

人
な
b
し
に
、

一
入
入
一
年
に
は
大
約
九
十
九
諸
に
増
加
し
た
り
。
比
三
十
筒
年
間
に
於

τ人
口
は
二
十
七
よ

b

三
ト
五
の
割
合
に
増
加
し
、
郎
も
約
三
割
を
増
加
し
た
る
に
、
此
所
得
階
級
は
二
十
七
よ
り
九
十
の
割
合
に
増
加

L
、
即
ち
約
二
十
三
割
三
分
三
厘
を
増
加
L
た
b
o
而
し
て
現
今
ギ
ッ
ア
Z

ン
氏
(
♀
原
口
)
は
彼
等
を
百
五
十
時
人

の
納
税
者
ご
し
て
計
算
す
』
吉
(
前
掲
書
四
九
頁
)
O

論

一叢

産
業
集
中
に
就
て
の
マ
ル
ク
ス
読
の
謬
想

部
=
十
巻

(
体
一
耕
一
五
五
)

ヨ王
五



市街

議

産
業
集
中
に
就
て
0

マ
ル
ク
ス
説
白
謬
想

第
三
十
巻

(
俸
一
日
朝

一
五
六
)

一
五
六

戸
ロ
ヮ
・

4
1
y
ユ

1
氏
は
英
国
所
得
枕
の
備
は
近
き
年

ω統
計
を
掲
げ
て
補
足
す
る
所
あ
b
、
又
4
b
y
y
A

ク
イ
ン
か
プ
9
チ
ツ
ジ
ュ
・

v
グ
イ
ウ
ノ
の
如
、
さ
凡
痛
な
る
雑
誌
の
所
載
を
採
h
た
る
が
震
に
カ
ク
ッ
キ
ー
(
剛
PEt-内
同

)

の
非
難
を
被
ふ
り
た
る
を
惜
む
所
あ
り
。
要
す
る
に
4

F

J

ス
タ
イ
Y

が
英
側
二
固
に
就
Jτ
述
べ
柁
る
所
は
、
精

不
充
分
の
嫌
ゐ

h
z
雌
も
、
其
濁
逸
に
就
て
説
く
所
は
頗
る
精
確
な
り
ピ
は
、

W
F

ロ
ヲ
・
ポ

1
リ

τl氏
の
誇
言

す
る
所
な
り

(
同
氏
「
集
産
主
義
」
四
七
六
頁
乃
至
四
七
九
頁
」
。

四

余
は
、
~
片

y
z
タ
イ
ン
が
保
闘
に
就
て
通
ぶ
る
所
を
省
略
し
、
直
も
に
北
(
濁
逸
に
就
て
ゆ
考
設
を
奉
げ

τ、
同

園
が
農
業
勃
興
し
、
資
本
集
中
の
趨
勢
最
も
盛
な
る
年
代
、
而
か
も
?
十
F

Z
が
健
花
仁
た
る
時
を
合
h
u
期
間
に

於
て
、

マ
ル
ク
λ

の
唱
団
想
を
裏
切
る
所
の
宮
の
分
散
の
事
費
を
呈
露
せ
る
こ

F
Z問
者
に
示
す
所
あ
ち
な
己
欲

す。
『
耽
品
目
主
義
者
-
y
y
サ

1
w
の
読
者
の
知
る
如
〈
、
背
魯
士
に
於

τ
は
千
八
百
五
十
四
年
に
、
其
人
口
千
六
百

三
十
高
人
の
内
、
唯
四
高
四
千
四
百
七
人
の
み
が
一
千
「
タ
1

v

y
」
(
却
も
三
千
胤
克
)
を
超
ゆ
る
所
得
を
有
す
る

に
過
ぎ
5
0
き
。
而
る
に
千
八
百
九
十
四
年
乃
至
五
年
の
年
度
に
於
て
、
業
時
の
人
口
三
千
三
百
高
人
の
内
三
十

二
高
一
千
二
百
九
十
六
人
は
三
千
麻
克
を
超
ゆ
る
の
所
得
を
有
す
る
納
税
者
Z
な
れ
ち
。
千
入
百
九
十
七
年
及
び

八
年
の
年
度
に
は
某
敷
は
三
十
四
寓
七
千
三
百
二
十
八
人
に
増
加
せ
り
。
故
に
人
口
が
二
倍
し
た
る
聞
に
、
宮
機



階
扱
に
属
す
る
人
の
数
は
七
惜
し
た
る
な
h
。
縦
令
一
入
六
六
年
に
普
魯
士
の
併
合
し
た
る
領
土
は
古
普
魯
士
よ

b
は
蓬
か
に
多
〈
の
宮
裕
者
を
合
み
た
る
こ
ご
、
及
び
此
時
期
間
に
多
く
の
日
用
品
の
債
格
が
著
る
[
〈
騰
貴
し

た
る
こ
ご
を
計
算
に
入
る
、
さ
も
、
術
ほ
富
山
情
階
級
増
加
の
割
合
は
人
口
増
加
の
割
合
に
比
し
て
少
〈
ご
も
二
野

一
な
り
。
一
奥
に
糊
品
悼
の
期
間
を
取
る
に
、

一
八
七
六
年
ご
一
入
九

O
年
の
十
四
年
間
に
於
て
、
納
税
者
数
は
会
館

に
於
て
一
一
割

O
五
六
を
増
加
し
た
る
に
、

二
千
麻
克
乃
至
二
高
麻
克
の
所
得
を
有
す
る
納
税
品
柄
数
(
中
小
資
産
者

階
級
)
は
四
回
二
、
五
三
四
よ
り
五
人
一
一
、

O
ニ
四
人
に
増
加
じ
、
郎
ち
約
三
割
一
五
二
の
増
加
を
見
た
り
o

遁
営

に
有
産
者
芭
謂
ふ
一
べ
き
階
級
(
六
千
麻
克
以
上
の
所
得
者
)
は
同
期
間
に
於
て
六
六

J
二
九
人
よ
り
一

O
九、

O
九

五
人
(
案
ず
る
に
一
O
五、
O
九
五
円
誌
な
ら
む
)

に
、
即
ち
約
五
割
入
四
七
を
増
加
L
た
り
。
此
増
加
せ
る
人
員
三
入
、
七

七
六
人
の
六
分
五
を
占
む
る
一
三
二
、
二
一
一
六
人
は
六
千
廊
克
乃
至
二
高
麻
克
の
所
得
あ
る
中
産
階
緩
に
屈
し
た

り
。
濁
逸
諸
邦
中
最
も
工
業
的
盛
な
る
ザ
ク
セ
ン
に
就
て
見
る
も
亦
同
じ
o

同
闘
に
於
て
は
一
六

O
O麻
克
乃
至

三
三

O
O麻
克
の
所
得
は
一
八
七
九
年
乃
至
一
八
九

O
年
の
間
に
六
二
二
四

O
よ
り
九
一
二
二
四
に
増
加
し
、

三
、
三

0
0乃
至
九
、
六

O
O廊
克
の
所
得
は
二
四
、
四
一
四
よ
り
三
入
、
入
四
一
に
増
加
し
た
り
。
共
他
の
濁
逸
諸

邦
に
於
て
も
亦
同
様
の
趨
勢
を
呈
す
。
岡
よ
b
大
所
得
を
受
く
る
総
て
の
人
が
資
産
家
な
り
ご
い
ふ
を
得
F
れ
H
と

も
、
主
(
大
部
分
は
資
産
家
な
る
ぺ
し
。
共
詮
は
普
斜
士
が
所
得
税
の
補
助
税
(
何
回
向
山
55mωω
件。戸
E
・
)
ご
し
て
課
す

る
財
産
税
の
統
計
を
一
見
す
れ
ば
明
瞭
な
り
。
同
国
一
八
九
五
乃
至
一
八
九
六
の
年
度
に
於
て
、
課
税
川
口
ら
る
ぺ

論

議

産
業
集
中
に
就
て
む
マ
ル
ク
ス
抵
の
謬
想

第
二
十
巻

(
か
一
一
蹴
一
五
七
)

五
ヒ



諭

議

産
業
集
中
に
就
て
の
マ
ル
ク
ス
詑
四
謬
想

第
二
十
巻

(
第
一
規
一
五
凡
)

五
A 

き
純
資
産
所
有
即
ち
六
千
麻
克
生
超
ゆ
る
資
産
所
有
者
た
る
納
税
人
の
教
は
百
十
五
高
二
千
三
汗
三
十
二
人
を
算

し
た
り
。
而
し
て
英
字
数
卸
ち
五
九
入
、

O
六
三
人
は
二
高
麻
克
を
起
ゆ
る
純
資
産
の
所
有
に
就
て
課
税
せ
ら
れ
、

一
二
八
五
、

0
0
0人
は
三
高
二
千
麻
克
を
起
ゆ
る
純
資
産

ω所
有
に
就
て
謀
殺
せ
ら
れ
k
b
o」
E

(
前
掲
書
阿
九

及
五

O
頁)。

4

w

y
ス
タ
イ

V

は
結
論
を
下
し
て
日
く
「
現
今

ω経
際
的
進
化
は
資
産
家
の
敷
山
一
相
罰
的
又
は
全
然
絶
罰
的

。

。

。

。

。

。

減
少
を
呈
す
る

bω
な
h
t
の
断
定
は
訣
れ

h
o
増
加
又
は
械
少
に
非
中
o
車
純
に
増
加
な
り
。
郎
丸
資
斉
家

ω

数
は
絶
劃
的
並
び
に
相
掛
的
に
増
加
す
る
な
り
。
者
L
枇
合
民
主
謀

ω活
動
及
び
期
待
が
、
資
産
家

ω数
の
減
少

ご
い
ふ
事
・
貨
に
従
属
す
る
な
ら
ば
、
同
議
は
買
に
眠
仁
就
く
を
得
べ
し
」
ご

(五
O
一良)。

豆

ベ
U

Y

Y

ス
タ
イ

y
は
前
掲
論
統
計
に
依
h
て
事
質
的
に
詮
朋
L
た
る
所
を
、
瓦
に
理
論
的
に
推
論
し
て
臼
〈

。
。
。
。
。
。

「
現
今
の
生
産
方
法
の
特
徴
は
勢
働
の
生
産
カ
の
大
な
る
昂
上
な
旬
。
立
(
結
果

μ
之
に
劣
ら
、
さ
る
生
産
の
大
な
る

。
。昂

進
な
b
o
郎
ち
日
常
消
費
す
ぺ
注
財
貨
の
大
量
生
産
な
り
o
此
等
の
宮
は
何
蕗
に
止
ま
る
乎
。
語
を
換
へ
で
質

問
を
一
一
府
遁
切
な
ら
し
む
れ
ば
、
産
業
的
勢
働
者
が
其
勢
貨
に
由
り
て
制
限
せ
ら
る
、
彼
等
自
身
の
消
費

ω量
を

超
ゆ
る
所
の
過
剰
生
斎
物
は
何
蕗
に
止
ま
る
乎
o

縦
A
ザ

E
{曲
者
は
彼
等
の
腹
の
大
吉
仁
就
1
世
人
が
推
測
よ
h
h

十
倍
の
大
吉
の
腹
を
持
つ
正
も
、
叉
彼
等
が
現
質
其
家
庭
に
於

τ使
役
す
る
よ
り
十
倍
の
僕
鮮
を
使
役
す
ご
も
、



彼
等
の
消
費
す
る
所
は
、
此
過
剰
生
産
物
の
僅
少
な
る
一
部
に
過
ぎ
ぎ
る
ぺ
し
(
何
ご
な
れ
ば
資
本
的
大
規
模
生

産
の
特
色
は
大
量
生
産
な
れ
ば
な
h
J
)
O

人
或
は
日
は
ん
、
彼
等
は
此
過
剰
を
輪
出
す
ぺ
し
正
。
然
れ
ど
も
外
岡

の
輪
入
者
は
結
局
其
劃
債
を
叉
只
貨
物
を
以
て
支
扮
ふ
べ
し
o

関
際
貿
易
仁
於
て
正
貨
は
多
〈
期
ゐ
ら
れ
す
、

園
は
資
本
に
留
め
ば
営
む
程
、
英
国
に
総
入
せ
ら
る
、
貨
物
の
量
は
多
〈
な
る
。
何
Z
な
れ
ば
富
岡
よ
り
金
を
借

る
諸
国
は
大
祇
其
利
子
を
梯
ム
に
貨
物
以
外
の
物
を
以
て
す
る
-
』
己
あ

ι、
ざ
れ
ば
な
り
。
然
ら
ば
豆
富
者
及
び
彼

等
の
俣
紳
の
消
費
せ
、
ざ
る
大
量
貨
物
は
何
虞
に
止
ま
る
乎
o

活
L
並
(
等
貨
物
が
何
等
か
の
方
法
に
由
り
て
下
級
民

。

。

。

。

、

，

，

の
手
に
落
ち
古
れ
ば
、
主
(
等
貨
物
は
他
階
級
民
に
由
b
τ
奪
取
せ
ら
る
べ
し
。
放
に
1
資
本
主
の
敷
が
盆
々
相
掛

的
に
減
少
し
、
之
吉
同
時
に
下
放
民
の
生
計
程
度
が
昂
上
す
る
か
、
又
は
宮
中
産
階
級
が
多
数
百
な
る
か
の
二
一
者

の
何
れ
か
は
総
績
せ
る
生
産
増
加
が
吾
人
に
粛
ら
す
所
の
結
果
な
ら
ま
る
べ
か
ら
宇
」

Z
o
(
五
十
一
及
五
十
二

頁)。4
Y
V
A
9
7
4
Y
が
E
富
者
(
同
名
目
片
山
一
白
山
間
ErHM)
ご
い
ひ
、
中
産
階
級
(
呂
寄
-
r
F
E
E
)
ご
い
ひ
、
又
下
級
民

。
。
。
。

(
司

B
r
E「
片
岡
)
ご
い
ふ
は
、
其
区
別
の
標
準
は
仰
れ
に
在
り
や
。
未
だ
明
磁
な
ら
A
Y
o

且
前
掲
説
明
中
「
他
階
級
民

0

0

0

0

 

に
肉
h
て
奪
取
せ
ら
る
ぺ
し
」
ご
の
文
中
の
他
階
級
民
は
蓋
し
中
産
階
級
を
拐
す
も
の
、
如
し
。
而
し
て
最
後
の

。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。

二
者
何
れ
か
の
↓
に
蹄
す
べ
し
Z
論
結
せ
ら
る
文
中
に
於
て
、
下
級
民
の
生
計
程
度
の
昂
上
吉
中
産
階
級
の
増
加

ご
を
交
互
に
劃
立
せ
し
む
る
は
目
指
し
て
嘗
を
得
た
る
か
。
下
級
民
に
し
て
生
計
程
度
昂
上
せ
ん
か
、
彼
等
の
或
者

盲首

叢

産
業
集
中
に
就
て
四
マ
ル
ク
ス
訟
の
謬
想

第
三
十
巻

(
第
一
一
統
一
豆
丸
)

一一且丸



諭

議

産
業
集
中
に
就
て
白
マ
ル
ク
ス
詑
白
謬
想

第
一
一
十
巻

(
事
一
挽
一
六
O
)

O 

は
中
産
階
級
に
属
す
る
こ
吉
、
な
る
べ
し
。
中
産
階
級
に
し
て
若
し
徒
ら
に
其
人
口
を
増
加
せ
や
し
て
、
共
生
計

程
度
を
維
持
し
、
且
貯
蓄
を
胤
行
せ
ば
、
彼
等
の
或
者
は
資
本
主
の
伍
列
に
入
る
ぺ
(
。
果
し
て
然
ら
ば
一
同
生

産
の
増
加
は
、
其
生
産
物
の
大
部
分
が
ぺ
戸
ン
ス
タ
イ
ン
の
指
示
せ
る
如
一
言
、

日
常
消
費
品
な
る
に
於
ー
は
J

枇

曾
各
階
級
の
共
に
均
需
す
べ
き
利
盆
・
佐
賀
ら
す
ぺ
き
は
明
白
な
り
。

4

U

F

ン
ス
タ
イ
V

が
岡
民
生
産
物
の
大
部
分

を
以
て
、
日
常
消
費
物

(
p
r
E
R
Z官
庁
E
)
古
銭
す
は
可
な
り
。
此
生
産
物
の
大
部
分
は
豆
官
者
以
外
の
蕗
に
止

ま
る
ご
の
考
も
亦
大
に
可
な

b
o
然
れ
ど
も
中
産
者
己
下
級
民
z
h
f
劃
立
せ
し
め
て
、
此
両
者
が
互
に
利
害
相
反

す
る
が
如
き
文
僻
を
弄
す
る
は
不
可
な
り
。

然
れ
ど
も
司

ベル
'

Y

A

タ
イ
ン
が
前
掘
調
各
磁
の
統
計
仁
依
り
、
叉
幾
分
根
様
ゐ
る
理
論
に
本
づ
き
、
産
業

ω集

中
は
必
然
に
富

ω集
中
を
件
ふ
も
の
に
非
す
、
却
て
官

ω分
散
を
戒
す
も
の
に
し
て
、
例
へ
ば
株
式
曾
祉
の
品
目
行

す
る
旅
券
及
び
枇
債
券
の
如
き
は
多
〈
中
産
階
級
の
聞
に
も
分
布
せ
ら
れ
て
、
大
企
業
が
座
倒
す
る
か
の
如
〈
見

ゆ
る
中
産
階
級
を
し
て
、
却
て
盆
々
其
員
数
を
増
加
せ
し
な
る
も
の
な
る
を
明
か
に
し
た
る
の
功
は
、
蕊
に
之
を

推
稗
す
る
に
足
る
。
而
し
て
縦
A
T
其
設
は
彼
の
創
見
仁
非
宇
し
て
、
彼
に
先
っ
こ
ご
十
数
年
前
段
に
戸
ロ
ワ
・
ポ

-
Y
ュ
l
E
A

に
依
h
て
後
表
せ
ら
れ
た
る
も
、
彼
が
有
カ
な
る
マ
ル
ク
λ

振
の
赴
曾
主
義
者
ご
し
て
、
却
て
マ
戸

p
z
一
説
の
誤
謬
を
正
さ
ん
正
試
み
た
る
率
直
言
勇
気
ご
は
特
に
嘆
賞
を
錨
ひ
す
べ
き
な
h
。

六



4
U
F
V

ス
タ
イ

Y

は
真
に
其
書
「
生
産
上
に
於
り
る
諸
事
業
階
級
及
び
枇
曾
上
の
宮
の
播
布
」
Z
題
す
る
節
(
第

三
章
第
三
節
)

に
於
て
各
積
の
統
計
を
援
引
し
て
、
前
設
を
確
む
る
所
ゐ
h
o
今
其
大
要
を
摘
記
す
る
こ
ご
次
の

n
H
J
O
 

み

u
m
'
t英

国
に
於
て
は
、
政
府
監
督
官
の
監
督
下
に
在
る
工
場
及
び
小
工
場

(
F♀
2
Z
E
ι
当

2
z
r
o官
)
に
於
げ
る

晴
労
働
者
の
数
一
八
九
六
年
に
於

τ、
四
、
三
九
入
、
九
八
三
人
な
る
が
、
こ
れ
は
一
入
九
一
年
調
査
の
金
図
工
業
第

働
者
会
数
九
、

O
ニ
玉
、
九

O
ニ
人
(
但
し
運
輸
業
に
従
事
す
る
者
は
此
外
な
り
)
に
比
す
れ
ば
‘
其
竿
に
も
逮
せ

ゃ
。
此
四
百
一
ニ
十
九
高
徐
人
は
一
六

O
、
九
回
入
の
工
場
小
工
場
に
使
役
せ
ら
る
、
が
故
に
、

一
場
卒
均
の
職
工

敷
は
二
十
七
人
強
な
h
o
工
場
ご
小
工
場
ご
に
就
て
区
別
す
れ
ば
、

工
場
数
は
七
六
、
二
七
九
に
し
て
其
職
工
組

数
三
、
七
阿
三
、
四
一
入
人
、
故
に
一
場
卒
均
四
十
九
人
な
h
o
小
工
場
は
入
一
、
六
六
九
仁
し
て
、
業
職
工
縛
敷

六
五
五
、
五
六
五
人
、

故
に
一
場
卒
均
入
人
な
り
。

叉
前
掲
一
八
九
一
年
の
調
査
に
係
る
職
工
総
数
に
本
づ
き
、

政
府
監
督
官
の
監
督
を
受
け
ぎ
る
職
工
数
を
大
約
四
、
六
二
六
、
九
一
九
人

t
算
出
す
吋
し
。
此
内
の
多
数
は
勿
論

小
仕
掛
及
び
中
仕
掛
の
工
業
に
従
事
す
る
者
な
り
o

自
是
蹴
之
、
英
国
的
如
き
産
業
集
中
が
最
も
早
〈
且
速
か
に

行
は
れ
た
b
ご
思
考
せ
ら
れ
た
る
闘
に
於
て
す
ら
、
中
小
企
業
が
今
倫
は
多
〈
存
在
す
る
を
知
る
Q

4
b
F
Y

ス
タ
イ
Y

は
英
凶
の
綿
総
紡
織
業
に
就
て
マ

w
h
y
-
が
奥
へ
た
る
一
入
六
人
年
の
統
計
ご
一
入
九

O
年

の
統
計
三
を
比
較
し
た
h
ノ
。
郎
ち
左
表
の
如
し
(
五
六
頁
)
。

論

設

車
陀
業
集
中
に
就
て
の
マ
ル
ク
λ

詑
白
謬
想

筑
ニ
十
巷

(
拍
車
一
貌
一
六
一
)

占
J、



論

産
業
集
中
に
就
て
の
マ
ル
ク
ス
設
の
謬
想

第
二
十
巻

(
第
二
担
一
目
ニ
)

設

一
入
六
人
年

一
入
九

O
年

工

数

一
一
司
五
三
八

場

一
一
、
五
四
九

力

織

三
七
九
、
三
二
九

六
一
五
、
七
一
四

数

機

主占

数

四
四
、
五

O
四
、
八
一
九

錘

ゴ
ヲ
コ

O
O
C
、O
一
四

勢

者

数

五
二
人
、
七
九
五

四
O
一、

O
六
四

働

一
工
場
一
中
均
勢
働
岩
数

一
五
六

O 
入

一
人
六
八
年
乃
至
一
入
九

O
年
の
二
十
二
年
間
に
英
闘
の
如
き
世
界
最
大
工
業
図
に

t首

此
統
計
比
較
に
依
れ
ば
、

一山，、増
又
は
減
(
百
分
率
)

滅
。
、
四
三

増
六

増
三
九

増

於
て
、
而
か
も
産
業
集
中
の
最
も
張
〈
行
は
れ
得
べ
き
綿
紙
業
に
於
て
、
其
工
場
が
僅
か
に
千
分
四

J
了
伊
』
減
少

最
も
若
る
し
き
他

ω繊
維
業
印
ち
羊
毛
工
業
に
就

τ見
る
に
、

[
、
而
し
て
労
働
者
の
平
均
数
は
其
二
侍
す
る
震
に
は
殆
ん
ど
七
十
年
の
長
き
を
要
す
る
を
知
る
な
b
o

場
は
一
八
七

O
年
乃
至
一
入
九

O
年
に
於

τ、
二
四
五
九
よ
h
二
五
四
六
に
増
加
し
、

マ
ケ
グ
ス
の
議
想
を
破
る
こ

Z
大
な
-hノ
Q

同
工

共
職
工
数
は
二
三
四
、
大

入
七
よ
り
二
九
七
、

O
五
ゴ
一
に
増
加
し
、
却
も
一
工
場
卒
均
九
五
よ
り
一

一
七
人
に
増
加
し
h
H
h
o

而
し
て
カ
織

最
後
仁
、
若
し
英
国
の
繊
維
業
金
曜
に
就
て
見
る
に
、

機
は
一
一
二
、
七
九
四
よ
り
二
一
九
、
二
二
二
に
増
加
し
、
職
工
の
増
加
に
及
ば

F
る
こ
ご
惑
し
。

一
入
九
六
年
に
於
け
る
工
場
数
は
九
、
入
九
一
、
之
が
企

業
主
慢
は
七
、
九

0
0。
而
し
1
某
職
工
総
数
は
一
、

C
七
七
、
六
八
七
人
な
り
。
之
を
一
入
七

O
年
の
工
場
致
玉
、



九
六
入
、
職
工
数
七
一
入
、

O
五
一
人
に
比
較
す
れ
ば
、

工
場
数
に
於
て
一
一
一
割
二
歩
を
増
加
し
、
職
工
数
に
於
て

五
割
を
増
加
し
た
り
。
叉
各
工
場
の
卒
均
職
エ
放
は
一
二

O
人
よ
り
二
一
一
六
人
に
増
加
し
、
卸
ち
二
十
六
筒
年
の

聞
に
僅
か
に
一
割
三
歩
三
厘
を
増
加
し
た
る
も
の
な
ら
。
放
に
主
(
他
の
事
情
も
同
一
の
進
行
を
緩
〈
る
も
の
ご
す

れ
ば
一
工
場

ω平
均
職
工
数
の
二
倍
に
増
加
す
る
に
は
二
百
年
を
要
す
吋
き
な
h
。

濁
逸
に
於
工
は
、

一
八
九
五
年
の
統
計
に
依
れ
ば
、

工
業
に
従
事
す
る
線
人
員
千
二
十
五
蔦
人
中
、
一
一
一
一
日
高
人

徐
は
大
企
業
に
屈
し
、
二
百
五
十
高
人
は
中
企
業
(
六
人
以
上
五
十
人
を
使
役
す
る
工
場
)
に
属
L
、
四
百
七
十
五

高
人
は
小
企
業
に
属
す
。
放
に
濁
逸
の
工
業
時
労
働
者
の
大
部
分
は
中
小
企
業
に
属
す
ご
謂
ふ
べ
き
な
り
。

此
外
r
h

イ
ル
ン
ス
タ
イ
ン
は
悌
蘭
西
、
瑞
西
等
に
就
て
、
論
及
し
、
特
に
濁
逸
に
於
け
る
工
業
商
業
及
び
農
業

に
就

τ周
到
綿
密
な
る
統
計
的
研
究
を
公
に
す
Z
離
も
、
要
す
る
に
産
業
集
中
は
曾
て
マ
戸
ク
ス
が
務
想
せ
る
如

〈
急
念
に
又
は
一
般
的
仁
行
は
れ
宇
し
て
、
中
小
企
業
は
大
企
業
ピ
共
に
行
は
れ
、
且
共
に
品
目
逗
す
る
を
謹
明
す

る
に
在
る
な
り
。

セ

夫
れ
農
業
集
中
が
却
て
富
の
分
散
を
伴
ふ
こ
さ
あ
る
は
院
に
屡
々
之
を
遁
べ
た
り
o

今
姑
〈
富
の
分
散
の
問
題

恥
止
措
き
、
大
企
業
は
何
故
に
総

τの
中
小
企
業
を
師
団
倒
す
る
を
得
ざ
る
乎
、
換
言
す
れ
ば
何
故
に
中
小
企
業
は
大

企
業
ご
共
に
行
は
れ
、
且
共
に
俊
達
す
る
を
得
る
乎
の
問
題
を
答
へ
ん
芭
欲
す
。
此
問
題
に
答
ム
は
、
是
亦
マ
片

論

叢

産
業
集
中
に
就
て
0

マ
ル
ク
ス
設
の
謬
想

第司一
1
1
巷

(
第
一
統
一
六
三
)

~/、



論

第
二
十
巻

一
大
岡

(
第
一
揖
一
六
四
}

議

産
業
集
中
に
就
て
白
マ
ル
ク
ス
説
白
謬
想

ク
ユ
主
義
の
否
定
な
hJ
、

マ
戸
ク
旦
の
産
業
集
中
、
枇
舎
大
破
裂
の
設
の
反
駁
な
b
o
而
し
て
富
の
分
散
の
理
由

も
亦
白
か
ら
其
一
義
に
合
蓄
す
べ
き
な
h
J
O
何
己
な
れ
ば
ト
ラ
エ
ト
及
び
株
式
曾
一
肱
の
如
き
大
企
業
に
し
て
銑
に
株

券
又
は
債
券

ω播
布
に
向
b
て
、
富
の
礼
T
散
ゐ
h
J
Z
す
れ
ば
、
猶
一
層
強
き
理
由
に
て
中
小
企
業
の
嘗
事
者
聞
に

之
あ
る
ぺ
き
は
言
は
守
し
て
明
か
な
れ
ば
な
h
。

。へ
F

Y

Z

タ
イ
Y

は
中
小
企
業
の
存
立
の
理
由
ご
し
て
三
項
を
致
ム
(
五
人
頁
五
九
頁
)
。
然
れ
ど
も
余
は
y
u

ワ
・
ポ

1
9
ュ
1
の
皐
ヤ
る
所
の
五
項
の
真
に
一
層
精
確
な
る
を
信
宇
。

中
小
企
業
は
註
文
談
令
其
他
生
虫
障
者

t
消
費
者
Z
の
関
係
に
由
る
此
曾
的
利
盆
を
有
し
、
而
し
て
此
利

盆
は
多
〈
の
生
産
品
に
就
て
大
企
業
に
由
る
技
術
的
長
所
仁
匹
敵
L
、
又
は
之
を
超
過
す
。
郡
部
の
各
区
に
手
工

第
業
小
賀
商
の
存
立
す
る
は
此
理
由
に
本
づ
〈
苧
』
芭
多
L
o

第

従
来
家
庭
的
生
産
に
麗
し
た
る
事
が
、
前
世
紀
以
来
特
別
の
工
業
又
は
商
業
Z
な
h
た
る
も
の
多
し
。

第
例
へ
ば
小
市
に
於
け
る
麺
施
屋
、
菓
子
屋
、
洗
濯
屋
、
裁
縫
師
、
搾
乳
場
等
の
如
し
。

第
十
九
世
紀
後
宇
に
於
け
る
殆
ん
ど
総
て
の
凌
明
は
中
小
企
業
に
向
て
大
な
る
便
盆
を
奥
へ
た
b
o
蒸

気
は
概
し
て
大
企
業
を
興
し
た
れ
刊
と
も
、
克
新
石
油
ア
W

コ

1
Y
電
気
及
び
腫
搾
空
気
に
依
る
小
費
動
機
は
中
小

第
四

企
業
を
助
〈
C

潟
票
、
電
鈴
、
電
燈
、
白
鞠
車
、
自
動
車
等
亦
然
b
o

人
衆
の
富
力
が
進
み
晴
好
が
高
街
ご
な
る
に
従

ο、
精
良
な
る
新
生
産
物
の
需
要
を
増
加
し
、
而
し
て



中
企
業
は
特
に
此
穂
の
生
産
に
適
す
。
例
へ
ば
花
井
の
因
襲
、
美
術
品
脊
修
口
聞
の
工
業
の
如
き
は
是
な
ら
。

第
五

大
企
業
は
往
々
地
方
的
補
助
的
小
企
業
を
成
立
せ
し
む
る
も
の
な
り
。
機
械
の
取
り
付
げ
及
び
修
繕
維

持
に
要
す
る
エ
業
の
如
き
は
是
な
b
。

夫
れ
斯
の
如
く
、
縦
A
T
大
企
業
が
一
方
に
於
て
或
穏
の
中
小
企
業
を
座
倒
す
る
こ
Z
有
る
も
、
他
方
に
於

τ
は

中
小
企
業
に
過
す
る
柿
類
の
産
業
あ
ち
、
叉
新
に
生
る
、
中
小
企
業
も
多
々
之
れ
有
る
が
故
に
、
総
て
の
産
業
が

少
数
大
企
業
の
下
に
集
中
せ
ら
る
ぺ

L
Z
の
設
は
軽
卒
な
る
隠
断
た
る
の
競
り
を
免
が
れ
す
。

J¥ 

本
論
を
抽
枯
ら
ん
ご
す
る
に
臨
み
、
前
掲

ω諸
統
計
よ
り
は
精
近
き
年
度
の
統
計
を
泉
げ
、
且
我
国
の
統
計
を
附

記
し
て
本
論

ω意
義
を
一
一
層
確
定
せ
ん

t
欲
す
。

一
九
一
二
乃
至
一
九
一
一
一
一
年
度

ω
「
傭
周
一
般
統
計
会
報
」
第
二
谷
に
「
各
園
に
於
け
る
諸
工
業
及
び
工
業
的
集

中
」
ご
題
す
る
傑
b
b
(出
巳
宮
古
今
]
白
山

E
P臣
官
。
間
合
合
色
作
品
。
]
釦
司
EDnp
仲

回

目

岡

山

右

N

H

U
♂
一
円
自
由
足
耳
目

E
E
且

r
n
O
R
E
S
E
S
S
L
5円

P
F
E
色
耳
目

3
3
)
O
之
に
依
れ
ば
鍍
業
及
び
製
品
由
業
の
雌
官
業
所
(
恥
EF--EmE

E
Z
Z
)
の
大
き
を
其
使
役
す
る
人
員
の
数
に
感
じ
て
六
級
に
分
も
、
備
、
酒
、

リ
ュ
ク
サ
ン
プ

1
戸
、
換
、
瑞

西
、
丁
抹
の
六
閣
に
就
て
、
各
級
の
百
分
率
の
比
例
を
掲
「
。
卸
も
左
表
の
如

L
(
一
九

O
二
年
よ
・
9

一
九

C
七

年
ま
で
の
調
査
)

諭

議

産
業
集
中
に
就
て
由
マ
ル
ク
A

設
の
謬
想

第
二
十
巻

(
第
一
蹴
一
大
草
)

中，、
五



論

議

産
業
集
中
に
就
て
甲
マ
ル
タ
ス
説
。
謬
松

怖

一
人
よ
り
五
人
ま
で
ま
使
役
す
る
工
場

六
人
よ
り
十
人
ま
で

十
一
人
よ
り
ニ
ナ
人
ま
で
:
:
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前
表
伝
一
見
す
れ
ば
、
鱗
業
製
造
業
の
如
き
最
も
産
業
集
中
の
行
は
れ
易
〈
思
は
れ
、

R
賞
際
行
は
る
、
産
業

に
於
て
す
ら
、
小
企
業
が
倫
ほ
最
も
多
〈
行
は
る
、
を
知
る
ぺ
し
。
此
表
の
外
に
前
掲
大
級
の
偉
業
所
の
使
役
す

る
勢
働
者
数
の
百
分
比
例
を
、
前
記
六
闘
に
就

τ比
較
せ
る
表
あ
り
。
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慈
に
一
言
注
意
を
要
す
る
は
前
掲
二
表
ご
も
、
其
第
一
級
中
に
は
濁
立
せ
る
軍
調
勢
働
者
を
も
加
算
せ
る
ニ
ご

是
な
h
J
C

然
れ
げ
と
も
要
す
る
に
小
企
業
が
替
業
所
の
数
よ
り
い
ふ
も
、
ヌ
は
勢
働
者
の
数
よ
!
り
い
ふ
も
、
最
も
優

位
を
上
口
む
る
を
知
る
o
今
俄
h
に
五
人
以
下
の
修
業
場
を
小
企
業
ご
し
、
六
人
以
上
百
人
以
下
の
替
業
場
を
中
企

業
Z
し
、
百
一
人
以
上
を
大
企
業
芭
す
る
芭
き
は
、
第
一
表
に
就
て
は
(
郎
、
も
轡
業
所
数
の
比
較
に
於
て
は
)
小
企

業
は
約
九
割
乃
至
九
割
七
歩
を
占
め
、
中
企
業
は
三
歩
乃
至
一
割
を
占
め
、
大
企
業
は
一
歩
に
蓬
せ
玄
る
こ
ご
遠

し
。
第
二
表
に
就
て
は
(
却
も
勢
働
者
数
の
比
較
に
於
て
は
)
、
小
企
業
は
、
約
二
割
九
歩
乃
至
五
割
四

d

歩
を
占

め
、
中
企
業
は
二
割
一
歩
乃
至
三
割
六
歩
を
占
め
、
大
企
業
は
一
割
七
歩
乃
重
三
割
七
歩
を
占
む
る
な
り
。

真
仁
眼
を
米
岡
仁
穂
守
る
仁
、
産
業
集
中
の
騒
々
Z
し
て
行
は
れ
つ
、
あ
る
は
、
国
よ
り
否
む
べ
か
ら
す
正
雄

も
、
中
小
企
業
が
備
ほ
存
主
を
保
も
、
且
絶
謝
数
に
於
て
増
加
し
り
、
あ
る
は
同
閥
統
計
の
明
詮
す
る
所
な
り
o

同
問
第
十
二
次
閥
勢
統
計
二
九

O
O年
)
の
報
守
る
所
に
依
れ
ば
、
五
二
一
、
二
五
四
の
工
業
的
機
業
場
の
内
ニ

一
五
、
入
一
四
は
手
工
業
に
崩
す
。
又
其
内
の
一
三
一
、
三
人
二
は
五
人
乃
至
二
十
人
を
使
役
し
、
七
・
七
七
三
は
二

十
一
人
以
上
を
使
役
す
。
究
に
前
掲
五
二
一
、
二
五
四
の
府
営
業
所
総
数
よ
り
手
工
業
の
f
t
場
二
一
五
、
入
一
四
を
除

ミ
ベ
党
る
も
の
卸
も
二
九
六
、
四
四

O
は
機
械
を
用
ふ
る
γ
ム
場
に
し
て
、
而
か
も
其
七
分
二
四
一
、
六
人
七
)
は
勢
働

を
親
ら
す
る
草
加
澗
業
主
に
麗
し
、
某
曲
鑑
'
り
の
一
一
分

(
一
二
五
、
入
九

O
)
の
工
場
に
於
て
は
五
人
以
下
の
職
工
を

使
役
す
る
な
り
。

最
後
に
我
図
に
就
て
一
瞥
す
る
に
、
帝
国
統
計
年
鑑
に
操
る
に
、
大
正
十
年
に
於
て
工
場
線
数
人
七
、
三
九
人
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の
中
、
原
動
力
を
用
ゐ
る
も
の
は
七
一
、
三
二
一
に
し
て
、
原
動
力
を
用
ゐ
、
さ
る
も
の
(
但
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職
工
卒
均
五
人
以
上

を
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る
も
の
)
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一
六
、

O
七
七
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b
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原
動
力
を
用
ゐ
ざ
る
工
場
の
殆
ん
H

と
総
て
は
中
小
企
業
に
属
す
る
も

の
正
請
ふ
ぺ
〈
、
而
し
て
原
動
カ
を
用
ゐ
る
も
の
吉
雄
も
、

前
掲
七
一
、
三
一
二
工
場
の
使
用
す
る
量
は
一
工
場

卒
均
三
十
一
馬
カ
四
に
過
ぎ

5
る
を
見
る
ご
き
は
亦
以
て
中
小
企
業
の
優
勢
な
る
を
知
る
に
難
か
ら

F
る
な
h
。

今
其
内
誇
ぞ
見
る
に
動
力
を
最
も
多
〈
使
用
し
、
且
職
工
を
も
多
〈
使
役
す
る
は
「
特
別
工
業
」
の
名
稗
に
一
括
せ

る
電
気
業
、
克
斯
業
、
金
属
製
品
開
業
に
し
て
、
此
等
を
最
も
少
〈
使
用
す
る
は
飲
食
物
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な
b
z
す
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卸
も
左
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日
多
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勢
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五
人
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を
使
役
す
る
多
数
の
工
場
ゐ

b
o
今
弦
に
其

統
計
を
奉
?
"
。
能
は

F
る
を
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ご
す
ご
蜂
も
、
要
す
る
に
我
図
工
業
界
仁
就

τ大
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れ
ば
、
小
企
業
が
大
部
分
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掲
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仁
由
h
τ
之
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言
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得
ぺ
き
な
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夫
れ
産
業
集
中
の
設
も
善
(
行
は
る
、
は
工
業
に
し
て
、
業
最
も
行
は
れ
難
き
は
農
業
な
り
、
而
し
て
商
業
は

恰
も
此
中
間
に
在
る
は
各
園
統
計

ω
明
設
す
る
所
な
h
o
ペ

y

y
ス
タ
イ

y

及
び
U
F

ロ
ヲ
・
ポ

l
y
ュ

1
も
各
々

北
(
著
書
に
脆
等
の
統
計
を
掲
げ
て
説
明
す
る
こ
さ
甚
だ
詳
密
な
り
o

今
一
々
盆
に
掲
載
せ
十
Z
雄
も
、

只
我
閥
農

業
に
就
て
一
言
ぜ
ん
に
.
大
正
十
年
に
於
て
、
農
業
戸
数
五
、
四
五
五
乙
ハ
入
一
に
し
て
、
大
正
九
年
十
月
一
日
国

勢
調
査
に
依
る
杢
図
肘
帯
総
数
一

一
、
一
一
二
二
、

O
六
三
の
殆
ん
ど
字
分
を
占
む
。
而
じ
て
右
農
業
戸
数
を
台
作
、

小
作
、
自
作
品
瑞
小
作
の
三
に
1
7
も
て
百
分
比
例
を
求
む
る
ご
き
は
、

自
作
品
現
小
作
間

0
・
九
一

言
な
る
の
而
し
て
真
に
耕
作
地
面
積
の
康
狭
に
向
ち
て
六
級
に
分
も
、
其
百
分
比
例
を
求
U
る
己
主
は
、

自
作
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玉
九
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六

豆
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一・ムハ一

さ
な
る
の
今
此
二
稽
の
統
計
を
以
て
十
二
年
前
却
も
明
治
四
十
二
年
の
同
樟
の
統
計
に
比
較
す
る
に
、
同
年
に
於

て
は
、自

作
一
二
三
・
二
七

小
作
二
七
・
六
九

自
作
品
現
小
作
三
九
・

O
四

に
し
て

六
-
O

五
段
以
上
三
二
・
九

三
町
以
上
-
-』-
・
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三

一
町
以
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五
町
以
上

一
九
・
三
七

五
段
未
満
三
七
・
四

二
町
以
上

一
・
四
四
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O
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な
る
が
放
に
、
十
二
年
間
仁
於
て
一
方
に
於

τは
自
作
が
ニ
・
六
入
を
減
じ
、
小
作
は

0
・
八
一
を
増
加
し
、
自
作

粂
小
作
一
世

7
八
七
を
増
加
し
た
る
を
見
、
他
方
に
於
て
は
五
段
未
満
の
小
農
地
を
耕
す
人
数
は
二
・
二
人
を
減
少

L
、
主
(
他
は
只
三
町
以
上
五
町
未
満
の
者
ぞ
除
〈
の
外
は
皆
増
加
し
た
る
を
見
る
。
故
に
此
統
計
に
依
れ
ば
産
業

集
中
hr
歪
て
緩
徐
に
行
は
れ
、
之
Z
同
時
に
自
作
人
に
し
て
小
作
人
又
は
小
作
品
瀧
業
正
な
り
た
る
者
の
あ
る
を
見

る
ぺ
し
。
然
れ
H

と
も
、
若
し
此
等
の
事
買
に
依
h
て
マ

Y
F
λ

一
択
の
曾

τ絶
叫
せ
る
如
き
産
業
集
中
が
急
濯
に
行

は
れ
て
、
謂
ゆ
る
赴
合
大
破
裂
に
一
歩
一
歩
逗
づ
き
つ
、
ゐ
h
J
Z
夢
想
す
る
者
あ
ら
ば
、
狂
じ
非
ぎ
れ
ば
則
ち
愚

な

b
。

然
れ
ど
も
斯
〈
言
へ
ば
ご
て
、
余
輩
は
決
し
て
絶
勢
自
由
放
任
主
義
を
執
る
者
に
非
歩
。
中
小
企
業
特
に
中
小

農
の
繁
栄
を
維
持
し
、
且
之
ef
増
進
す
る
は
、
回
よ
り
枇
曾
上
経
済
上
必
要
な
る
は
余
輩
の
従
来
屡
々
設
〈
所
ろ

な
り
。
但
し
本
論
に
於
て
は
此
等
の
批
曾
政
策
及
び
経
糖
政
策
を
設
〈
を
目
的
ご
せ
す
。
主

zし
て
マ
U
F

ク
ス
の

産
業
集
中
に
閲
す
る
謬
想
を
正
す
を
目
的
ご
す
る
が
故
に
、
姦
に
之
に
論
及
せ
す
。

猶
ほ
終
hJ
に
附
言
す
べ
き
は
、
此
マ
片

P
R
の
謬
想
は
前
述
せ
る
如
く
、
経
済
曲
学
者
特
に
ル
ロ

7
・ポ

1
wノ

ユ

1
氏
に
依
り
、
今
日
を
距
乙
阿
十
償
年
前
に
喝
破
せ
ら
れ
、
叉
其
後
マ
F
h
y
z

一
ほ
の
臨
時
間
4

W

V

A

タ
イ
ン
が
一
一
一

十
四
年
前
に
修
正
し
た
る
所
ろ
な
れ
ば
、
講
者
は
必
A
V
余
の
陳
腐
を
笑
ふ
な
ら
む
、
然
れ
ど
も
現
今
我
国
に
於
て

マ
ケ
グ
ス
の
謬
想
を
其
俸
制
併
設
し
又
は
宣
侍
す
る
者
甚
に
多
き
を
見
る
ご
き
は
、
余
り
此
論
文
亦
故
き
を
温
ね
て

新
し
き
を
知
る
の
一
助
苫
な
る
な
き
ゃ
」
保
せ
?
=
蕊
考
す
、
護
者
諒
せ
よ

(
大
正
十
三
年
十
二
月
三
日
稿
)


